
 

【ガイドラインに基づく見直し手順】 
 

 長期未整備都市計画道路の見直しにあたり、その過程を３段階に区分し、段階毎

に検討を行い、見直しすべき路線または存続する路線を選定します。 
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第２段階 
 見直し候補路線の選定 
  
  

■未整備区間のある路線 

■状況変化に伴う必要性の再検証

■存続路線の機能の再確認 

■前提条件の整理 

■上位計画等との整合性の確認 

■変更・廃止に向けた具体的な検討
            

※住民意見の反映 


